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〇
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事
院
規
則
一
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〇
（
職
員
の
災
害
補
償
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
六―

〇
（
職
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害
補
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。
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第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
職
員
の
公
務
上
の
災
害
（
負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
（
以
下
「
補
償
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
公
務
上
の
災
害
の
範
囲
）

第
二
条
　
公
務
上
の
災
害
の
範
囲
は
、
公
務
に
起
因
す
る
負
傷
、
障
害
及
び
死
亡
並
び
に
別
表
第
一
に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

（
通
勤
に
よ
る
災
害
の
範
囲
）

第
三
条
　
通
勤
に
よ
る
災
害
の
範
囲
は
、
通
勤
に
起
因
す
る
負
傷
、
障
害
及
び
死
亡
並
び
に
次
に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

一
　
通
勤
に
よ
る
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
勤
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
疾
病

第
三
条
の
二
　
補
償
法
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
就
業
の
場
所
か
ら
勤
務
場
所
へ
の
移
動
は
、
次
に
掲
げ
る
移
動
と
す
る
。

一
　
一
の
勤
務
場
所
か
ら
他
の
勤
務
場
所
へ
の
移
動

二
　
次
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
か
ら
勤
務
場
所
へ
の
移
動

イ
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
適
用
事
業
に
係
る
就
業
の
場
所

ロ
　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
勤
務
場
所

ハ
　
そ
の
他
勤
務
場
所
並
び
に
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
就
業
の
場
所
に
類
す
る
も
の
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
就
業
の
場
所

２
　
補
償
法
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
就
業
し
て
い
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
就
業
し
て
い
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条

二
　
官
民
人
事
交
流
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項

三
　
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
法
第
十
七
条
及
び
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項

３
　
補
償
法
第
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
同
号
に
掲
げ
る
移
動
が
、
給
与
法
に
規
定
す
る
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
そ
の
他
当
該
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
職
員
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

４
　
補
償
法
第
一
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
で
あ
つ
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
日
用
品
の
購
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為

二
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力

開
発
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
職
業
訓
練
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
教
育
訓
練
で
あ
つ
て
職
業
能
力
の
向
上
に
資
す
る
も
の
を
受
け
る
行
為

三
　
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
診
察
又
は
治
療
を
受
け
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為

四
　
選
挙
権
の
行
使
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為

五
　
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
子
、
父
母
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
院
が
定
め
る
者
の
介
護
（
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

（
人
事
院
の
調
査
、
監
査
等
）

第
四
条
　
人
事
院
は
、
実
施
機
関
が
行
う
補
償
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
随
時
調
査
又
は
監
査
を
行
い
、
補
償
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
必
要
な
指
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
二
　
人
事
院
は
、
行
政
執
行
法
人
で
あ
る
実
施
機
関
が
行
う
補
償
の
実
施
に
つ
い
て
、
迅
速
か
つ
公
正
な
補
償
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
な
相
談
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
機
関
）

第
五
条
　
補
償
法
第
三
条
の
人
事
院
が
指
定
す
る
実
施
機
関
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
国
の
機
関
及
び
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
行
政
執
行
法
人
と
す
る
。

（
実
施
機
関
の
権
限
）

第
六
条
　
実
施
機
関
は
、
補
償
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
権
限
を
有
す
る
。

一
　
公
務
上
の
災
害
の
認
定

1



二
　
通
勤
に
よ
る
災
害
の
認
定

三
　
療
養
の
実
施

四
　
平
均
給
与
額
の
決
定

五
　
傷
病
等
級
の
決
定

六
　
負
傷
又
は
疾
病
が
治
つ
た
こ
と
の
認
定

七
　
障
害
等
級
の
決
定

八
　
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
の
決
定

九
　
補
償
金
額
の
決
定

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
補
償
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
規
則
に
定
め
る
権
限

第
七
条
　
前
条
の
実
施
機
関
の
権
限
は
、
そ
の
機
関
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
権
限
（
人
事
院
が
定
め
る
権
限
を
除
く
。
）
は
、
部
内
の
上
級
の
職
員
に
限
り
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
実
施
機
関
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
の
委
任
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
委
任
の
内
容
を
速
や
か
に
人
事
院
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
委
任
を
取
り
消
し
、
又
は
委
任
の
内
容
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

（
補
償
事
務
主
任
者
）

第
八
条
　
実
施
機
関
の
長
は
、
人
事
院
の
定
め
る
組
織
区
分
（
内
部
組
織
の
構
成
等
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
組
織
区
分
を
細
分
し
た
組
織
区
分
）
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
に
属
す
る
職
員
の
う
ち

か
ら
補
償
事
務
主
任
者
を
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
補
償
事
務
主
任
者
は
、
実
施
機
関
の
長
の
指
示
に
従
い
、
補
償
の
実
施
を
円
滑
に
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
平
均
給
与
額

（
通
勤
手
当
）

第
八
条
の
二
　
職
員
が
、
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
各
月
に
お
け
る
通
勤
に
つ
い
て
、
当
該
各
月
に
普
通
交
通
機
関
等
（
規
則
九―

二
四
（
通
勤
手
当
）
第
六
条
に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い
う
。
）
、
自
動
車

等
、
新
幹
線
鉄
道
等
若
し
く
は
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
た
場
合
又
は
当
該
各
月
に
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
日
（
同
規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い

場
合
で
当
該
各
月
前
の
直
近
の
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
日
が
あ
る
月
に
当
該
通
勤
手
当
の
支
給
を
受
け
た
と
き
（
当
該
通
勤
手
当
に
つ
い
て
当
該
各
月
の
前
月
ま
で
に
事
由
発
生
月
（
同
規
則
第
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
事
由
発
生
月
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該
各
月
又
は
当
該
支
給
日
が
あ
る
月
に
支
給
を
受
け
た
当
該
通
勤
手
当
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
等
（
同

規
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
事
故
発
生
日
（
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病

の
発
生
が
確
定
し
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
事
由
発
生
月
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
通
勤
手
当
の
額
か
ら
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
同
規
則
第
十
九
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
通
勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る

初
の
月
か
ら
当
該
事
由
発
生
月
ま
で
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
）
の
当
該
各
月
ご
と
の
合
計
額
の
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
期
間
に
お
け
る
総
額
を
、
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
総
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
通
勤
手
当
の
額
と
す
る
。

（
寒
冷
地
手
当
）

第
九
条
　
職
員
が
事
故
発
生
日
に
お
い
て
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
。
以
下
「
寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
事
故
発
生
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
一
年
間
に
寒
冷
地
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
（
以
下
「
寒
冷
地
手
当
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
補
償
法
第
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
給
与
法
に
定
め
る
給
与
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
に
加
え
ら
れ
る
寒
冷
地
手
当
の
額
は
、
事
故
発
生
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
寒
冷
地
手
当
の
支
給
日
に
支
給
を
受
け
た
寒
冷
地
手
当
の
額
（
そ
の
額
が
寒
冷
地
手
当
法
第
二

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
額
）
に
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
額
に
平
均
給
与
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
総
日
数
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
国
際
平
和
協
力
手
当
）

第
十
条
　
職
員
が
事
故
発
生
日
に
国
際
平
和
協
力
業
務
（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
を
い
う
。
）
に
従
事
す
る
た
め

外
国
旅
行
中
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
に
国
際
平
和
協
力
手
当
（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
に
規
定
す
る
手
当
を
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に

は
、
こ
れ
を
補
償
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
法
に
定
め
る
給
与
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
殊
の
職
員
の
平
均
給
与
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
与
）

第
十
一
条
　
補
償
法
第
四
条
第
二
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
給
与
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
給
与
と
す
る
。

一
　
給
与
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
職
員
　
同
項
に
規
定
す
る
手
当

二
　
給
与
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
職
員
　
実
施
機
関
が
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
給
与
（
当
該
承
認
を
得
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
規
則
一
六―

四
（
補
償
及
び
福
祉
事
業
の
実
施
）
第
六
条
第
二
項
（
同
規
則
第
十
一
条

の
四
又
は
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
規
則
第
十
一
条
第
二
項
（
同
規
則
第
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
（
以
下
「
年

金
承
認
」
と
い
う
。
）
を
得
た
と
き
は
、
当
該
年
金
承
認
に
よ
り
平
均
給
与
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
与
と
さ
れ
た
給
与
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
検
察
官
　
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
規
定
す
る
給
与
（
給
与
法
に
規
定
す
る
期
末
手
当
又
は
勤
勉
手
当
に
相
当
す
る
給
与
を
除
く
。
）

四
　
行
政
執
行
法
人
の
職
員
　
実
施
機
関
が
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
給
与

２
　
第
八
条
の
二
の
規
定
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
給
与
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
規
定
は
当
該
職
員
の
寒
冷
地
手
当
に
相
当
す
る
給
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
平
均
給
与
額
の
計
算
の
特
例
）

第
十
二
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
平
均
給
与
額
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
事
故
発
生
日
ま
で
の
間
の
勤
務
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
補
償
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
の
総
額
を
そ
の
期
間
の
総
日
数
で
除
し
て
得

た
金
額
と
す
る
。
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
の
金
額
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
　
給
与
を
受
け
な
い
期
間
が
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
る
場
合
　
そ
の
期
間
経
過
後
初
め
て
給
与
を
受
け
る
に
至
つ
た
日

二
　
補
償
法
第
四
条
第
三
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
日
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
や
ん
だ
日

三
　
採
用
の
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
災
害
を
受
け
た
場
合
　
採
用
の
日

第
十
三
条
　
採
用
の
日
に
災
害
を
受
け
た
場
合
の
平
均
給
与
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

一
　
給
与
法
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
　
俸
給
の
月
額
、
扶
養
手
当
の
月
額
、
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
、
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
研
究
員
調
整

手
当
の
月
額
並
び
に
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
の
合
計
額
を
三
十
で
除
し
て
得
た
金
額

二
　
検
察
官
　
前
号
に
規
定
す
る
給
与
に
相
当
す
る
給
与
の
月
額
の
合
計
額
を
三
十
で
除
し
て
得
た
金
額

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
　
実
施
機
関
が
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
給
与
の
種
目
及
び
方
法
（
当
該
承
認
を
得
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
年
金
承
認
を
得
た
と
き
は
、
当
該
年
金
承
認
に
よ
り
平
均
給
与
額
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
給
与
の
種
目
及
び
方
法
と
さ
れ
た
給
与
の
種
目
及
び
方
法
）
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額

第
十
四
条
　
賃
金
締
切
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
非
常
勤
職
員
に
係
る
平
均
給
与
額
は
、
補
償
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
金
額
が
、
事
故
発
生
日
の
直
前
の
賃
金
締
切
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
三
月

間
（
そ
の
期
間
内
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
採
用
さ
れ
た
日
ま
で
の
間
）
の
そ
の
職
員
の
勤
務
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
給
与
の
総
額
を
そ
の
期
間
の
総
日
数
で
除

し
て
得
た
金
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
金
額
と
す
る
。
同
法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
の
金
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
　
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
（
以
下
「
補
償
事
由
発
生
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
直
前
の
平
均
給
与
額
（
そ
の
額
が
補
償
法
第
四
条
の
三
又
は
同
法
第
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
額
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
当
該
合
計
額
を
平
均
給
与
額
と
す
る
。

一
　
補
償
事
由
発
生
日
に
受
け
る
第
十
三
条
各
号
に
規
定
す
る
給
与
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

二
　
補
償
事
由
発
生
日
に
受
け
る
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
広
域
異
動
手
当
の
月
額
並
び
に
給
与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
月
額
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
の
月
額
に
つ
い
て
第
十
三
条
各
号
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

第
十
六
条
　
離
職
後
に
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
直
前
の
平
均
給
与
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
合
計
額
を
平
均
給
与
額
と
す
る
。

一
　
離
職
時
に
占
め
て
い
た
官
職
に
補
償
事
由
発
生
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
第
十
三
条
各
号
に
規
定
す
る
給
与
の
人
事
院
が
定
め
る
条
件
に
よ
る
額
を
基
礎
と
し

て
当
該
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

二
　
離
職
時
に
占
め
て
い
た
官
職
に
補
償
事
由
発
生
日
ま
で
引
き
続
き
在
職
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
に
対
す
る
広
域
異
動
手
当
の
月
額
並
び
に
給
与
法
第
十

四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
月
額
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
の
月
額
に
つ
い
て
第
十
三
条
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

第
十
七
条
　
事
故
発
生
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
々
年
度
以
降
に
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
で
、
当
該
補
償
事
由
発
生
日
に
お
け
る
平
均
給
与
額
が
事
故
発
生
日
（
そ
の
日
が
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
同

日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
補
償
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
又
は
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
平
均
給
与
額

に
当
該
補
償
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
事
故
発
生
日
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
得
ら
れ
る
額
を
当
該
補
償
事
由
発
生
日
に
お
け
る
平
均
給
与
額
と
す
る
。

第
十
八
条
　
補
償
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
又
は
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
平
均
給
与
額
が
、
人
事
院
が

低
保
障
額
と
し
て
定
め
る
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
の
定
め
る
額
を
平
均

給
与
額
と
す
る
。

２
　
前
項
の
人
事
院
が
定
め
る
額
は
、
同
項
の

低
保
障
額
に
相
当
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
基
礎
日
額
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
　
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
も
な
お
平
均
給
与
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
及
び
補
償
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
又
は
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た

平
均
給
与
額
が
な
お
公
正
を
欠
く
場
合
に
お
け
る
平
均
給
与
額
は
、
実
施
機
関
が
人
事
院
の
承
認
を
得
て
定
め
る
。
た
だ
し
、
当
該
承
認
を
得
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
年
金
承
認
を
得
た
と
き
は
、
当
該
年
金
承
認
に
よ
り
平
均

給
与
額
と
さ
れ
た
額
と
す
る
。

第
三
章
　
補
償

（
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
の
報
告
）

第
二
十
条
　
補
償
事
務
主
任
者
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
職
員
に
つ
い
て
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
と
認
め
ら
れ
る
死
傷
病
が
発
生
し
た
場
合
は
、
人
事
院
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
速
や
か
に
実
施
機

関
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
職
員
又
は
死
亡
し
た
職
員
の
遺
族
（
以
下
「
被
災
職
員
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
災
害
が
公
務
上
の
も
の
で
あ
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
又
は
次
条
の

規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

（
通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
申
出
）

第
二
十
一
条
　
被
災
職
員
等
は
、
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
と
思
料
す
る
と
き
は
、
補
償
事
務
主
任
者
が
そ
の
災
害
が
通
勤
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
前
条
前
段
の
報
告
を
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
速
や
か
に
補
償
事
務
主
任
者
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

一
　
災
害
を
受
け
た
職
員
の
官
職
及
び
氏
名

二
　
災
害
発
生
の
日
時
及
び
場
所

三
　
災
害
の
発
生
状
況
及
び
原
因

四
　
勤
務
開
始
の
予
定
時
刻
（
災
害
が
出
勤
の
際
に
生
じ
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
勤
務
終
了
の
時
刻
及
び
勤
務
場
所
を
離
れ
た
時
刻
（
災
害
が
退
勤
の
際
に
生
じ
た
場
合
に
限
る
。
）
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五
　
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法

六
　
住
居
若
し
く
は
就
業
の
場
所
又
は
勤
務
場
所
か
ら
災
害
発
生
の
場
所
に
至
つ
た
経
路
、
方
法
、
所
要
時
間
そ
の
他
の
状
況

七
　
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
と
思
料
す
る
理
由

（
災
害
の
認
定
）

第
二
十
二
条
　
実
施
機
関
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
災
害
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
災
害
が
公
務
上
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
認
定
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
報
告
に
係
る
疾
病
が
人
事
院
が
定
め
る
疾
病
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
人
事
院
が
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
実
施
機
関
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
災
害
の
報
告
に
係
る
災
害
が
補
償
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
で
あ
る
と
認
定
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
等
に
対
す
る
通
知
）

第
二
十
三
条
　
実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
災
害
が
公
務
上
の
も
の
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
認
定
し
た
と
き
は
、
別
表
第
三
又
は
別
表
第
四
に
定
め
る
様
式
の
書
面
に
よ
り
、
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
に
速
や
か
に

補
償
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
後
段
（
同
法
第
十
七
条
の
七
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
後
段
、
同
法
第
十
七
条
の
四

第
一
項
第
二
号
、
同
法
第
二
十
条
、
同
法
附
則
第
四
項
若
し
く
は
同
法
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
が
生
じ
た
場
合
又
は
職
員
の
死
亡
当
時
胎
児
で
あ
つ
た
子
が
出
生
に
よ
り
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利

を
有
す
る
者
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
実
施
機
関
は
、
第
二
十
条
後
段
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
災
害
が
公
務
上
の
も
の
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
認
定
し
た
と
き
は
、
人
事
院
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
被
災
職
員
等
に
そ
の

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
療
養
補
償
）

第
二
十
四
条
　
補
償
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
療
養
は
、
人
事
院
若
し
く
は
実
施
機
関
が
設
置
し
、
若
し
く
は
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
又
は
人
事
院
若
し
く
は
実
施
機
関
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
訪
問

看
護
事
業
者
（
居
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
に
よ
る
療
養
上
の
世
話
又
は
必
要
な
診
療
の
補
助
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
給
与
の
一
部
を
受
け
な
い
場
合
に
お
け
る
休
業
補
償
）

第
二
十
四
条
の
二
　
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
療
養
の
た
め
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
受
け
る
給
与
の

額
が
平
均
給
与
額
の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
金
額
を
休
業
補
償
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
療
養
の
た
め
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
時
間

に
つ
い
て
給
与
を
受
け
な
い
と
き
は
、
平
均
給
与
額
（
補
償
法
第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
院
が

高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「

高
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
平
均
給
与
額
と
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
平
均
給
与
額
）
か
ら
そ
の
日
の
勤
務
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
給
与
の
額
を
差
し
引
い
た
額
（
そ
の
額
が

高
限
度
額
を
超
え
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、

高
限
度
額
に
相
当
す
る
額
）
の
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
金
額
を
休
業
補
償
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条
　
補
償
法
第
十
二
条
た
だ
し
書
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
）

に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
死
刑
の
言
渡
し
を
受
け
て
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
労
役
場
留
置
の
言
渡
し
を
受
け
て
労
役
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
二
百
八
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
監
置
の
裁
判
の
執
行
の
た
め
監
置
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合

二
　
少
年
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ

て
い
る
場
合
又
は
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合

（
傷
病
等
級
）

第
二
十
五
条
の
二
　
補
償
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
傷
病
等
級
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

傷
病
等
級

障
害
の
状
態

第
一
級

一
　
両
眼
が
失
明
し
て
い
る
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
て
い
る
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

七
　
両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八
　
両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

九
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
と
同
程
度
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

第
二
級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
て
い
る
も
の

二
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

三
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の
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四
　
両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五
　
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
と
同
程
度
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

第
三
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
て
い
る
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
て
い
る
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
有
し
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
　
両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

六
　
第
三
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
常
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
そ
の
他
前
各
号
に
定
め
る
も
の
と
同
程
度
以
上
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
も
の

（
傷
病
等
級
の
決
定
）

第
二
十
五
条
の
二
の
二
　
実
施
機
関
は
、
人
事
院
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
傷
病
等
級
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
傷
病
補
償
年
金
）

第
二
十
五
条
の
三
　
補
償
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
従
前
の
傷
病
等
級
に
応
ず
る
傷
病
補
償
年
金
は
、
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
支
給
す
る
も
の
と
し
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至

つ
た
傷
病
等
級
に
応
ず
る
傷
病
補
償
年
金
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
）

第
二
十
五
条
の
四
　
補
償
法
第
十
三
条
第
二
項
の
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
は
、
別
表
第
五
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
別
表
第
五
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
障
害
で
あ
つ
て
、
同
表
に
掲
げ
る
各
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
同
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
当
該
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
と
す
る
。

（
障
害
等
級
の
決
定
）

第
二
十
五
条
の
四
の
二
　
実
施
機
関
は
、
人
事
院
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
障
害
等
級
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
障
害
加
重
の
場
合
の
障
害
補
償
）

第
二
十
六
条
　
補
償
法
第
十
三
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
の
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
加
重
後
の
障
害
の
程
度
に
応
ず
る
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
（
同
法
第
二
十
条
の
二
に

規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
額
）
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
差
し
引
い
た
金
額
と
す
る
。

一
　
加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合
　
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
補
償
法
第
十
三
条
第
三

項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
加
重
後
の
障
害
が
同
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
と
当
該
金
額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
第
三
十
三
条
に
定
め

る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
）
、
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
同
法
第
十
三
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得

た
金
額
（
加
重
後
の
障
害
が
同
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
と
当
該
金
額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
第
三
十
三
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計

額
）
を
二
十
五
で
除
し
て
得
た
金
額

二
　
加
重
後
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合
　
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
平
均
給
与
額
に
補
償
法
第
十
三
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
加
重
後
の
障
害
が
同
法
第
二
十
条

の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
と
当
該
金
額
に
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
第
三
十
三
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
）

（
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
障
害
補
償
）

第
二
十
七
条
　
補
償
法
第
十
三
条
第
九
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
従
前
の
障
害
等
級
に
応
ず
る
障
害
補
償
は
、
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
行
う
も
の
と
し
、
新
た
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
障
害
等
級
に
応

ず
る
障
害
補
償
は
、
当
該
補
償
が
障
害
補
償
一
時
金
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
翌
月
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

（
休
業
補
償
、
傷
病
補
償
年
金
及
び
障
害
補
償
の
制
限
）

第
二
十
八
条
　
実
施
機
関
は
、
故
意
の
犯
罪
行
為
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
こ
れ
ら
の
原
因
と
な
つ
た
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
療
養
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
休
業
補
償
の
金
額
、
傷
病
補
償
年
金
の
額
又
は
障
害
補
償
の
金
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
金

額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
実
施
機
関
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
療
養
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
公
務
上
の
負
傷
、
疾
病
若
し
く
は
障
害
若
し
く
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
、
疾
病
若
し
く
は
障
害
の
程
度
を
増
進
さ
せ
、
又
は
そ
の
回
復
を
妨

げ
た
職
員
に
対
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
負
傷
、
疾
病
若
し
く
は
障
害
の
程
度
を
増
進
さ
せ
、
又
は
そ
の
回
復
を
妨
げ
た
場
合
一
回
に
つ
き
、
休
業
補
償
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
十
日
間
（
十
日
未
満

で
補
償
事
由
が
消
滅
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
償
事
由
が
消
滅
す
る
日
ま
で
の
間
）
に
つ
い
て
の
休
業
補
償
を
、
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
傷
病
補
償
年
金
の
額
の
三
百
六
十
五
分
の
十
に
相
当
す
る
額
の
傷

病
補
償
年
金
の
支
給
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
介
護
補
償
に
係
る
障
害
）

第
二
十
八
条
の
二
　
補
償
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
障
害
は
、
介
護
を
要
す
る
状
態
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め
る
障
害
と
す
る
。

介
護
を
要
す
る
状
態

障
害

常
時
介
護
を
要
す
る
状
態

一
　
第
二
十
五
条
の
二
の
表
第
一
級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害
又
は
別
表
第
五
第
一
級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害

二
　
第
二
十
五
条
の
二
の
表
第
一
級
の
項
第
四
号
に
該
当
す
る
障
害
又
は
別
表
第
五
第
一
級
の
項
第
四
号
に
該
当
す
る
障
害

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
又
は
第
一
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
で
あ
つ
て
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
程
度
の
介
護
を
要
す
る
も
の
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随
時
介
護
を
要
す
る
状
態

一
　
第
二
十
五
条
の
二
の
表
第
二
級
の
項
第
二
号
に
該
当
す
る
障
害
又
は
別
表
第
五
第
二
級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害

二
　
第
二
十
五
条
の
二
の
表
第
二
級
の
項
第
三
号
に
該
当
す
る
障
害
又
は
別
表
第
五
第
二
級
の
項
第
四
号
に
該
当
す
る
障
害

三
　
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
又
は
第
一
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
で
あ
つ
て
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
程
度
の
介
護
を
要
す
る
も
の

（
介
護
補
償
の
月
額
）

第
二
十
八
条
の
三
　
介
護
補
償
の
月
額
は
、
前
条
の
表
に
掲
げ
る
介
護
を
要
す
る
状
態
の
区
分
に
応
じ
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
に
準
じ
て
人
事
院
が
定
め
る
額
と
す
る
。

（
介
護
を
要
す
る
状
態
の
区
分
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
介
護
補
償
）

第
二
十
八
条
の
四
　
介
護
補
償
を
受
け
る
者
に
係
る
第
二
十
八
条
の
二
の
表
に
掲
げ
る
介
護
を
要
す
る
状
態
の
区
分
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
月
の
翌
月
か
ら
、
当
該
変
更
後
の
介
護
を
要
す
る
状
態
の
区
分
に

応
ず
る
月
額
の
介
護
補
償
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
遺
族
の
障
害
の
状
態
）

第
二
十
九
条
　
補
償
法
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
及
び
同
法
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
障
害
の
状
態
は
、
身
体
若
し
く
は
精
神
に
、
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
の
障
害
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
状
態

又
は
負
傷
若
し
く
は
疾
病
が
治
ら
な
い
で
、
身
体
の
機
能
若
し
く
は
精
神
に
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
状
態
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
一
時
金
の
額
）

第
三
十
条
　
補
償
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
一
時
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
平
均
給
与
額
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
　
補
償
法
第
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
　
千
日

二
　
補
償
法
第
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
職
員
の
死
亡
の
当
時
に
お
い
て
、
職
員
の
三
親
等
内
の
親
族
で
十
八
歳
未
満
若
し
く
は
五
十
五
歳
以
上
の
年
齢
で
あ
つ
た
も
の
又
は
職
員
の
三
親
等
内
の
親
族

で
前
条
に
定
め
る
障
害
の
状
態
に
あ
つ
た
も
の
　
七
百
日

三
　
補
償
法
第
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
四
百
日

（
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
へ
の
充
当
）

第
三
十
条
の
二
　
補
償
法
第
十
七
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
補
償
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
に
支
払
う
べ
き
補
償
の
支
払
金
の
金
額
の
当
該
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
の
金
額
へ
の

充
当
は
、
当
該
補
償
が
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
年
金
た
る
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
死
亡
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
、
遺
族
補
償
一
時
金
、
葬
祭
補
償
又
は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金

二
　
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
と
同
順
位
で
支
給
さ
れ
る
べ
き
遺
族
補
償
年
金

（
葬
祭
補
償
の
金
額
）

第
三
十
一
条
　
葬
祭
補
償
の
金
額
は
、
三
十
一
万
五
千
円
に
平
均
給
与
額
の
三
十
日
分
に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
た
金
額
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
補
償
の
金
額
が
平
均
給
与
額
の
六
十
日
分
に
相
当
す
る
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
均
給
与
額
の
六
十
日
分
に
相
当
す
る
金
額
を
葬
祭
補
償
の
金
額
と
す

る
。

（
警
察
官
等
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
又
は
遺
族
補
償
の
特
例
）

第
三
十
二
条
　
補
償
法
第
二
十
条
の
二
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
皇
宮
護
衛
官
、
海
上
保
安
官
補
、
刑
事
施
設
の
職
員
、
入
国
警
備
官
、
麻
薬
取
締
官
、
漁
業
監
督
官
、
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
又
は
国
土
交
通
省
地
方
整

備
局
若
し
く
は
北
海
道
開
発
局
に
所
属
し
、
河
川
又
は
道
路
の
管
理
に
従
事
す
る
職
員
、
警
察
通
信
職
員
（
人
事
院
が
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
及
び
国
土
交
通
省
地
方
航
空
局
に
所
属
し
、
消
火
救
難
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
人
事

院
が
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）
と
し
、
同
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
務
は
、
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め
る
職
務
と
す
る
。

職
員

職
務

一
　
警
察
官
、
皇
宮
護
衛
官
、
海
上
保
安
官
及
び
海
上
保
安
官
補

一
　
犯
罪
の
捜
査

二
　
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
、
看
守
又
は
護
送

三
　
勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容
状
の
執
行

四
　
犯
罪
の
制
止

五
　
天
災
、
危
険
物
の
爆
発
そ
の
他
の
異
常
事
態
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
そ
の
他
の
緊
急
警
察
活
動
又
は
警
備
救
難
活
動

二
　
刑
事
施
設
の
職
員

一
　
刑
事
施
設
に
お
け
る
被
収
容
者
の
犯
罪
の
捜
査

二
　
刑
事
施
設
に
お
け
る
被
収
容
者
の
犯
罪
に
係
る
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕

三
　
被
収
容
者
の
看
守
又
は
護
送

三
　
入
国
警
備
官

一
　
入
国
、
上
陸
又
は
在
留
に
関
す
る
違
反
事
件
の
調
査

二
　
収
容
令
書
又
は
退
去
強
制
令
書
の
執
行

三
　
入
国
者
収
容
所
、
収
容
場
そ
の
他
の
収
容
施
設
の
警
備

四
　
麻
薬
取
締
官

一
　
麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査

二
　
麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
又
は
護
送

三
　
麻
薬
、
向
精
神
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容
状
の
執
行
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五
　
漁
業
監
督
官

一
　
外
国
漁
船
に
よ
る
漁
業
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査

二
　
外
国
漁
船
に
よ
る
漁
業
に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
犯
人
又
は
被
疑
者
の
逮
捕
又
は
護
送

三
　
外
国
漁
船
に
よ
る
漁
業
に
関
す
る
犯
罪
に
係
る
勾
引
状
、
勾
留
状
又
は
収
容
状
の
執
行

六
　
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
又
は
国
土
交
通
省
地
方
整
備
局
若
し
く
は
北
海
道
開
発
局
に
所

属
し
、
河
川
又
は
道
路
の
管
理
に
従
事
す
る
職
員

豪
雨
等
異
常
な
自
然
現
象
に
よ
り
重
大
な
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
河
川
又
は
道
路
の
応
急
作
業

七
　
警
察
通
信
職
員
（
人
事
院
が
定
め
る
職
員
に
限
る
。
）

警
察
官
が
一
の
項
の
職
務
欄
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
す
る
場
合
に
当
該
警
察
官
と
協
同
し
て
行
う
現
場
通
信
活
動

八
　
国
土
交
通
省
地
方
航
空
局
に
所
属
し
、
消
火
救
難
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
人
事
院
が
定

め
る
職
員
に
限
る
。
）

空
港
又
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
職
務

一
　
航
空
機
そ
の
他
の
物
件
の
火
災
の
鎮
圧

二
　
天
災
、
危
険
物
の
爆
発
そ
の
他
の
異
常
事
態
の
発
生
時
に
お
け
る
人
命
の
救
助
又
は
被
害
の
防

ぎ
よ禦

第
三
十
三
条
　
補
償
法
第
二
十
条
の
二
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
率
は
、
百
分
の
五
十
（
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
一
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
に
あ
つ
て
は
百

分
の
四
十
、
第
二
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
二
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
に
あ
つ
て
は
百
分
の
四
十
五
）
と
す
る
。

（
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
）

第
三
十
三
条
の
二
　
補
償
法
附
則
第
四
項
の
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
各
年
度
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
の
額
に
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す

る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
各
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

２
　
補
償
法
附
則
第
四
項
の
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
そ
の
現
に

支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
職
員
の
給
与
水
準
を
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前

年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
障
害
加
重
の
場
合
の
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
）

第
三
十
三
条
の
三
　
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
補
償
法
第
十
三
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
た
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
（
当
該
障
害
補
償

年
金
の
う
ち
、
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
）
及
び
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
前
払

一
時
金
の
額
（
当
該
死
亡
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
以
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
あ
つ
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
）
の
合
計
額
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
七
級
以
上
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合
　
加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
補
償
法
附
則
第
四
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
条
の
二
の
規
定

が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
第
三
十
三
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
か
ら
、
加
重
前
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
に
つ
い
て
同
法
第

二
十
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
第
三
十
三
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
を
差
し
引
い
た
額

二
　
加
重
前
の
障
害
の
程
度
が
第
八
級
以
下
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
場
合
　
加
重
後
の
障
害
等
級
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
補
償
法
附
則
第
四
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
条
の
二
の
規
定

が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
第
三
十
三
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
に
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
金
額
を
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
加
重
後
の
障
害
等

級
に
応
ず
る
同
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
額
（
同
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
た
額
）
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

第
三
十
三
条
の
四
　
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
支
給
に
係
る
申
出
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
の

初
の
支
払
に
先
立
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
障
害
補
償
年
金
の
支
給

決
定
に
関
す
る
通
知
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
の
支
払
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
も
そ
の
申
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
出
は
、
同
一
の
災
害
に
関
し
二
回
以
上
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
十
三
条
の
五
　
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

補
償
法
附
則
第
四
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
（
当
該
障
害
補
償
年
金
に
つ
い
て
同
法
第
十
三
条
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
加
重
前
の
障
害
の
程
度
に
応
じ
第
三
十
三
条
の
三
各
号
に
定
め
る
額
（
当
該
障

害
補
償
年
金
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
条
の
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
額
）
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金

の
限
度
額
」
と
い
う
。
）
又
は
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
限
度
額
の
範
囲
内
で
、
平
均
給
与
額
の
千
二
百
日
分
、
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百
日
分
若
し
く
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償

年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
し
、
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の

限
度
額
か
ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
平
均
給
与
額
の
千
二
百
日
分
、
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百

日
分
又
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
か
ら
当
該
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
六
　
障
害
補
償
年
金
は
、
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
同
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の

初
の
補
償
法
第
十
七
条
の
九
第
三
項
の
支
払
期
月
か
ら
一
年
を
経

過
す
る
月
ま
で
の
各
月
（
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
に
限
る
。
）
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
補
償
年
金
の
額

と
当
該
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
障
害
補
償
年
金
の
額
を
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
支
払
期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る

。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
と
の
合
計
額
が
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
に
係
る
障
害
補
償
年
金
の
額
は
、
当
該
終
了
す
る
月
が
、
同
項
に
規
定
す
る
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金

前
払
一
時
金
の
額
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
全
額
停
止
期
間
に
係
る

合
計
額
」
と
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
額
、
当
該
支
払
期
月
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
か
ら
全
額
停
止
期
間
に
係
る
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
事
故
発
生
日
に
お
け

7



る
法
定
利
率
に
当
該
終
了
す
る
月
の
同
項
に
規
定
す
る
経
過
年
数
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
終
了
す
る
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
当
該
障
害
補
償
年
金
の
額
か
ら
差
し
引
い
た
額
と
す

る
。

（
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
）

第
三
十
三
条
の
七
　
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
支
給
に
係
る
申
出
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
の

初
の
支
払
に
先
立
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
支
給

決
定
に
関
す
る
通
知
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
支
払
を
受
け
た
場
合
で
あ
つ
て
も
そ
の
申
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
出
は
、
同
一
の
災
害
に
関
し
二
回
以
上
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
十
三
条
の
八
　
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
前
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
均
給
与
額
の
千
日
分
、
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百
日
分
又
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額
の
う

ち
か
ら
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
均
給
与
額
の
千
日
分
に
相
当
す
る
額
か

ら
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
当
該
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
平
均
給
与
額
の
八
百
日
分
、
六
百
日
分
、
四
百
日
分
又
は
二
百
日
分
に
相
当
す
る
額

の
う
ち
か
ら
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
選
択
し
た
額
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
九
　
第
三
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
申
出
及
び
前
条
に
規
定
す
る
選
択
は
、
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
う
ち
一
人
を
代
表
者
に
選
任
し
、

そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
代
表
者
が
選
択
し
た
額
を
そ
の
人
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
十
　
遺
族
補
償
年
金
は
、
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
同
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
が
支
給
さ
れ
た
月
後
の

初
の
補
償
法
第
十
七
条
の
九
第
三
項
に
定
め
る
支
払
期
月
か
ら
一

年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
各
月
（
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
月
に
限
る
。
）
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
遺
族
補
償
年

金
の
額
と
当
該
一
年
を
経
過
す
る
月
後
の
各
月
に
支
給
さ
れ
る
べ
き
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
事
故
発
生
日
に
お
け
る
法
定
利
率
に
当
該
支
払
期
月
以
後
の
経
過
年
数
（
当
該
年
数
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
に
一
を
加
え
た
数
で
除
し
て
得
た
額
と
の
合
計
額
が
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
補
償
法
附
則
第
十
八
項
に
規
定
す
る
遺
族
で
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
遺
族
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
同
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
遺
族
補
償
年
金
に
係
る
職
員
の
死
亡
の
時
期
の
属
す
る
補
償
法
附
則
第
十
八
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
時
期
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
（
以
下
「
支

給
停
止
解
除
年
齢
」
と
い
う
。
）
に
達
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
第
三
十
三
条
の
七
第
一
項
た
だ
し
書
」
と
し
、
「
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
額
（
支
給
停
止
解
除
年
齢
に
達
す
る
月
ま
で
の
間
に
係
る
額
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

３
　
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
が
終
了
す
る
月
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は

「
前
二
項
」
と
、
「
障
害
補
償
年
金
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
補
償
年
金
」
と
、
「
同
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
、
「
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
一
時
金
の
支
給
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
算
定
）

第
三
十
三
条
の
十
一
　
補
償
法
附
則
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
当
該
権
利
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度

以
前
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
そ
の
現
に
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
当
該
権
利
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
職

員
の
給
与
水
準
を
当
該
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
職
員
の
給
与
水
準
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

第
四
章
　
雑
則

（
法
令
等
の
周
知
）

第
三
十
四
条
　
人
事
院
は
、
補
償
法
第
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
十
七
条
の
四
第
二
項
第
二
号
又
は
こ
の
規
則
第
十
七
条
、
第
三
十
三
条
の
二
各
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
十
一
の
人
事
院
が
定
め
る
率
を
定
め
た
と
き
は
そ
の

率
を
、
補
償
法
第
四
条
の
三
若
し
く
は
第
四
条
の
四
又
は
こ
の
規
則
第
十
八
条
の
人
事
院
が
定
め
る
額
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
額
を
、
補
償
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
人
事
院
が
定
め
る
施
設
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
施
設

を
官
報
に
よ
り
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
実
施
機
関
は
、
補
償
法
及
び
補
償
法
に
基
づ
く
規
則
の
要
旨
並
び
に
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
実
施
機
関
が
指
定
し
た
病
院
、
診
療
所
、
薬
局
又
は
訪
問
看
護
事
業
者
の
名
称
及
び
所
在
地
を
適
当
な
方
法
に
よ
つ
て
職
員
に
周

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
等
に
携
帯
す
べ
き
証
票
）

第
三
十
五
条
　
補
償
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
票
は
、
別
表
第
六
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
一
部
負
担
金
）

第
三
十
六
条
　
補
償
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一
　
国
（
職
員
が
行
政
執
行
法
人
に
在
職
中
に
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行
政
執
行
法
人
）
又
は
第
三
者
の
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
事
故
に
よ
り
療
養
補
償
を
受
け
る
職
員

二
　
療
養
補
償
の
開
始
後
三
日
以
内
に
死
亡
し
た
職
員

三
　
休
業
補
償
を
受
け
な
い
職
員

四
　
同
一
の
事
由
に
よ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
関
し
既
に
一
部
負
担
金
を
納
付
し
た
職
員

第
三
十
七
条
　
補
償
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
二
百
円
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
百
円
。
以

下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
療
養
に
要
し
た
費
用
の
総
額
又
は
休
業
補
償
の
総
額
が
二
百
円
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
総
額
の
う
ち
小
さ
い
額
（
そ
れ
ら
の
総
額
が
同
じ
額
の
と
き
は
そ
の
額
）
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。

第
三
十
八
条
　
補
償
法
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
一
部
負
担
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の
補
償
金
か
ら
の
控
除
は
、
休
業
補
償
の
金
額
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
審
査
の
申
立
て
の
教
示
）

第
三
十
九
条
　
実
施
機
関
は
、
補
償
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
償
に
関
す
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
同
法
第
二
十
四
条
及
び
規
則
一
三―

三
（
災
害
補
償
の
実
施
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
等
）
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
人
事
院
に
審
査
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
教
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
　
削
除

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

第
四
十
一
条
　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
昭
和
四
十
一
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
法
令
に
よ
る
年
金
た
る
給
付

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
補
償
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
給
付
と
し
、
同
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
率
は
、
当
該
年
金
た
る
補
償
の
事
由
と
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
と
す
る
。

一
　
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金

（
補
償
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
公
務

上
の
災
害
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
（
以
下
「
障
害
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
又
は

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下

「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
以
下

「
特
例
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第

三
十
条
の
四
に
規
定
す
る
障
害
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
当
該
障
害
厚
生
年
金
又
は

当
該
特
例
障
害
共
済
年
金
及
び
当
該
障
害
基
礎
年
金

〇
・
七
三

ロ
　
障
害
厚
生
年
金
又
は
特
例
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
当
該
障
害
厚
生
年
金
又
は
当
該
特

例
障
害
共
済
年
金

傷
病
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
八
八
、
障
害

補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
八
三

ハ
　
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
当
該
障
害
基
礎
年
金

〇
・
八
八

ニ
　
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害
年
金

傷
病
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
五
、
障
害

補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
四

ホ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
国
民
年
金
法
等
一
部
改

正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害
年
金

傷
病
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
五
、
障
害

補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
四

ヘ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
国
民
年
金
法
等
一
部
改

正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
障
害
年
金
（
障
害
福
祉
年
金
を
除
く
。
）

〇
・
八
九

二
　
遺
族
補
償
年
金
（
補
償
法
第
二
十
条

の
二
に
規
定
す
る
公
務
上
の
災
害
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）

イ
　
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
（
以
下
「
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十

一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
（
以
下
「
特
例
遺
族
共
済
年
金
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民
年
金
法

の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
年
金
法
第
三
十
七
条
に
該
当

す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
者
に
支
給
す
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
「
遺
族
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
当
該
遺
族

厚
生
年
金
又
は
当
該
特
例
遺
族
共
済
年
金
及
び
当
該
遺
族
基
礎
年
金

〇
・
八
〇

ロ
　
遺
族
厚
生
年
金
又
は
特
例
遺
族
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
当
該
遺
族
厚
生
年
金
又
は
当
該
特

例
遺
族
共
済
年
金

〇
・
八
四

ハ
　
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
遺
族
基
礎
年
金
又
は
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ

る
寡
婦
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
当
該
寡
婦
年
金

〇
・
八
八

ニ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る

遺
族
年
金

〇
・
八
〇

ホ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に

よ
る
遺
族
年
金

〇
・
八
〇

ヘ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る

母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金

〇
・
九
〇

三
　
補
償
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る

公
務
上
の
災
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又

は
障
害
補
償
年
金

イ
　
障
害
厚
生
年
金
又
は
特
例
障
害
共
済
年
金
及
び
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
当
該
障
害
厚
生
年
金
又
は
当
該
特
例
障
害
共
済

年
金
及
び
当
該
障
害
基
礎
年
金

〇
・
八
二
（
第
一
級
若
し
く
は
第
二
級
の
傷
病

等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金

又
は
第
一
級
若
し
く
は
第
二
級
の
障
害
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
あ
つ

て
は
〇
・
八
一
）
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ロ
　
障
害
厚
生
年
金
又
は
特
例
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
当
該
障
害
厚
生
年
金
又
は
当
該
特

例
障
害
共
済
年
金

傷
病
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
九
二
（
第
一

級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
傷
病

補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
九
一
）
、
障
害
補
償

年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
八
九
（
第
一
級
又
は
第

二
級
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障

害
補
償
年
金
に
あ
つ
て
は
〇
・
八
八
）

ハ
　
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
当
該
障
害
基
礎
年
金

〇
・
九
二
（
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る

障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
一
級
の
障

害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
〇
・
九
一
）

ニ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る

障
害
年
金

〇
・
八
三
（
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る

障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
二
級
の
障

害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
〇
・
八
二
、
第
一
級
の
障
害
等

級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
〇
・
八
一
）

ホ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に

よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
三
（
第
一
級
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る

障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
又
は
第
二
級
の
障

害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
〇
・
八
二
、
第
一
級
の
障
害
等

級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
〇
・
八
一
）

ヘ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る

障
害
年
金
（
障
害
福
祉
年
金
を
除
く
。
）

〇
・
九
三
（
第
一
級
若
し
く
は
第
二
級
の
傷
病

等
級
に
該
当
す
る
障
害
に
係
る
傷
病
補
償
年
金

又
は
第
一
級
若
し
く
は
第
二
級
の
障
害
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に
係
る
障
害
補
償
年
金
に
あ
つ

て
は
〇
・
九
二
）

四
　
補
償
法
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る

公
務
上
の
災
害
に
係
る
遺
族
補
償
年
金

イ
　
遺
族
厚
生
年
金
又
は
特
例
遺
族
共
済
年
金
及
び
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
当
該
遺
族
厚
生
年
金
又
は
当
該
特
例
遺
族
共
済

年
金
及
び
当
該
遺
族
基
礎
年
金

〇
・
八
七

ロ
　
遺
族
厚
生
年
金
又
は
特
例
遺
族
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
当
該
遺
族
厚
生
年
金
又
は
当
該
特

例
遺
族
共
済
年
金

〇
・
八
九

ハ
　
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
遺
族
基
礎
年
金
又
は
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ

る
寡
婦
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
当
該
寡
婦
年
金

〇
・
九
二

ニ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る

遺
族
年
金

〇
・
八
七

ホ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に

よ
る
遺
族
年
金

〇
・
八
七

ヘ
　
国
民
年
金
法
等
一
部
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る

母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金

〇
・
九
三

２
　
年
金
た
る
補
償
の
事
由
と
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
前
項
の
表
第
一
号
ニ
、
ホ
及
び
ヘ
若
し
く
は
第
二
号
ニ
、
ホ
及
び
ヘ
又
は
第
三
号
ニ
、
ホ
及
び
ヘ
若
し
く
は
第
四
号
ニ
、
ホ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
で
当
該

給
付
が
二
あ
る
と
き
の
昭
和
四
十
一
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
率
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
院
が
別
に
定
め
る
。

３
　
昭
和
四
十
一
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
補
償
法
第
十
七
条
の
八
及
び
同
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
年
金
た
る
補
償
の
額
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
第

一
項
の
表
に
掲
げ
る
給
付
の
額
（
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

４
　
昭
和
四
十
一
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
は
、
同
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
休
業
補
償
の
額
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
第
一
項
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
給
付

の
額
（
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の
三
百
六
十
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

５
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
年
金
た
る
補
償
の
事
由
と
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
の
調
整
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。
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（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
方
法
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
二
条
　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
昭
和
五
十
一
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由
は
、
補
償
法
第
十
七
条

の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遺
族
補
償
年
金
の
額
を
改
定
し
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
一
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
算
定
す
る
額
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
補
償
の
旧
支
給
額
に
、
同
条
第
二
項
に
定
め
る
事
由
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
年

金
額
の
改
定
事
由
」
と
い
う
。
）
が
生
じ
た
日
以
後
に
お
け
る
当
該
年
金
に
係
る
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く
額
を
年
金
額
の
改
定
事
由
が
生
ず
る
前
に
お
け
る
当
該
年
金
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
が
年
金
額
の
改
定
事
由
の
生
じ
た
後
に
お
け
る
当
該
年
金
に
係
る
同
法
及
び
昭
和
四
十
一
年
改
正
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
算
定
し
た
額
）
と
す
る
。

（
年
金
た
る
補
償
に
係
る
平
均
給
与
額
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
四
十
三
条
　
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
に
お
け
る
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
平
均
給
与
額
の
改
定
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
年
金
た
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
そ
の
平
均
給
与
額
が
同
日
に
補
償
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
も
の
と
み
な
し

て
第
十
五
条
又
は
第
十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同
日
以
降
の
当
該
年
金
た
る
補
償
に
係
る
平
均
給
与
額
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
金
額
と
す
る
。

（
平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
補
償
等
に
係
る
平
均
給
与
額
の
特
例
）

第
四
十
四
条
　
平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
事
業
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
福
祉
事
業
」
と
い
う
。
）
に
係
る
平
均
給
与
額
で
あ
つ
て
、
国

家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
改
定
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
り
減
ぜ
ら
れ
た
給
与
を
基
に
計
算
し
、
又
は
給
与
改
定
特

例
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
補
償
法
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
平
均
給
与
額
を
計
算
す
る
場
合
　
給
与
改
定
特
例
法
第
三
章
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
給
与
を
同
条
第
一
項
の
支
払
わ
れ
た
給
与
と
み
な
し
て
同
項

か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
額

二
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
平
均
給
与
額
を
計
算
す
る
場
合
　
給
与
改
定
特
例
法
第
三
章
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
給
与
を
現
実
に
支
給
さ
れ
た
給
与
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
額

三
　
第
十
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
（
第
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
平
均
給
与
額
を
計
算
す
る
場
合
　
給
与
改
定
特
例
法
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
与
改
定
特
例
法
第
三
章
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
て
第

十
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
（
第
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
額

２
　
前
項
の
規
定
は
、
検
察
官
に
対
す
る
補
償
及
び
福
祉
事
業
に
係
る
平
均
給
与
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
改
定
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
章
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務

員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
給
与
改
定
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
」
と
、
「
又
は
給
与
改
定
特
例
法
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
二
条
」
と
、
「
給
与
改
定
特
例
法
第
三
章
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
給
与
改
定
特
例
法
第
九
条
第
二
項
」
と
、
「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
補
償
法
第
四
条
第
一
項
」
と
、
「
同
条
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
の
」
と
、
「
給
与
改
定
特
例
法
第
十
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
等
の
特
例
）

第
四
十
五
条
　
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
及
び
福
祉
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
補
償
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
同
日
ま
で
に
算
定
さ
れ
た
人
事
院
が
定
め
る
平
均
給
与
額
を

基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
た
補
償
等
の
額
（
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
補
償
及
び
規
則
一
六―

三
（
災
害
を
受
け
た
職
員
の
福
祉
事
業
）
第
十
九
条
の
十
一
に
規
定
す
る
年
金
た
る
特
別
給
付
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
年

金
た
る
補
償
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
（
補
償
法
第
十
七
条
の
九
第
三
項
又
は
規
則
一
六―

四
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
支
払
期
月
を
い
い
、
補
償
法
第
十
七
条
の
九
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
月
及
び
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
月
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
の
合
計
額
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に

掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
加
え
た
額
と
す
る
。

一
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
算
定
さ
れ
た
平
均
給
与
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
る
額
（
年
金
た
る
補
償
等
に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
る
額
の
合
計
額
）

二
　
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
前
に
算
定
さ
れ
た
平
均
給
与
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
た
額
（
年
金
た
る
補
償
等
に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
の
合
計
額
）

三
　
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
補
償
等
に
関
す
る
区
分
に
従
い
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

イ
　
年
金
た
る
補
償
等
　
第
一
号
の
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
る
額
か
ら
第
二
号
の
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
当
該
年
金
た
る

補
償
等
の
支
給
の
対
象
と
さ
れ
た
月
を
基
準
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

ロ
　
年
金
た
る
補
償
等
以
外
の
補
償
等
　
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
同
号
に
掲
げ
る
額
が
支
給
さ
れ
た
日
を
基
準
と
し
て
人
事

院
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
三
条
の
九
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
九
条
の

改
正
規
定
及
び
第
三
十
三
条
の
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
六―

〇
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
）
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こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
八
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
六―

〇
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一―

一
六
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
八
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

八
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
六―

〇
の
規
定
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
八
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
〇
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
以
下
「
改
正
後
の
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定
（
同
法
附
則
第
十

六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
及
び
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
六―

〇
第
三
十
三
条
の
十
一
の
規
定
は
、
遺
族
補
償
一
時
金
の
支
給
に
関
し
、
平
成
二
年
十
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
の
額

の
合
計
額
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
の
額
の
合
計
額
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
補

償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
後
の
法
附
則
第
四
項
の
規
定
及
び
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
六―

〇
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
支
給
に
関
し
、
平
成
二
年
十
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
障
害
補
償
年
金
の
額
及
び
同
日

以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合
計
額
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
障
害
補
償
年
金
の
額
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金

の
額
の
合
計
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
六―

〇
第
三
十
三
条
の
三
の
規
定
は
、
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
支
給
に
関
し
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
期
間
に
係
る
障
害
補
償
年
金
の
額
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た

障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合
計
額
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
障
害
補
償
年
金
の
額
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
の
合
計
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
一
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
六―

〇
の
規
定
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
九
月
一
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
四
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
五
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
六―

〇
の
規
定
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
七
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
八
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
補
償
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
で
、
そ
の
前
日
に
お
い
て
同
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
し
た
場
合

に
同
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
す
る
施
行
日
の
属
す
る
月
分
の
介
護
補
償
の
月
額
に
関
す
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
二
十
八
条
の
三
第
二
号
又
は
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に

12



つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
五
万
七
千
五
十
円
（
新
た
に
介
護
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
に
あ
つ
て
は
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
七
千
五
十
円
」
と
、
同
条
第
四
号
中

「
二
万
八
千
五
百
三
十
円
（
新
た
に
介
護
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
に
あ
つ
て
は
、
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
二
万
八
千
五
百
三
十
円
」
と
す
る
。

３
　
実
施
機
関
は
、
施
行
日
前
に
補
償
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
公
務
上
の
障
害
又
は
通
勤
に
よ
る
障
害
が
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
二
十
八
条
の
二
の
表
に
定

め
る
障
害
に
該
当
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
又
は
施
行
日
以
後
同
表
に
定
め
る
障
害
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
書
面
で
速
や
か
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
一
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

一
九
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
の
規
定
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一―

二
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
〇
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一―

二
三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
九
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
の
規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
二
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
三
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
四
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
五
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―
二
六
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一―

二
八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一―

二
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

二
八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
〇
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
及
び
規
則
一
八―

〇
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一―

三
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
四
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
一
月
二
二
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
五
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
人
事
院
規
則
一―

三
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
六
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
八
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

三
九
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
〇
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
五
日
人
事
院
規
則
一―

四
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
一
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
通
勤
手
当
に
係
る
平
均
給
与
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
初
日
及
び
末
日
が
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
総
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
通
勤
手
当
の
額
は
、
同

項
に
規
定
す
る
期
間
の
う
ち
同
年
一
月
か
ら
同
年
三
月
ま
で
の
期
間
に
支
給
を
受
け
た
通
勤
手
当
の
総
額
に
、
同
年
四
月
以
後
の
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
各
月
ご
と
の
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
八
条
の
二
に

規
定
す
る
合
計
額
の
当
該
期
間
に
お
け
る
総
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
は
、
規
則
一
六―

〇
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
給
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
三
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
寒
冷
地
手
当
に
係
る
平
均
給
与
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
事
故
発
生
日
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
事
故
発
生
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日

ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
九
条
（
規
則
一
八―

〇
（
職
員
の
国
際
機
関
等
へ
の
派
遣
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第

九
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
い
て
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
と
、
「
寒
冷
地
手
当
法
」
と

い
う
。
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
旧
寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
（
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
四
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
寒
冷
地
手
当
」
と
い

う
。
）
の
支
給
地
域
に
在
勤
す
る
」
と
、
「
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
一
年
間
に
寒
冷
地
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
（
以
下
「
寒
冷
地
手
当
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
以
前
に
お
け
る
直
近
の
寒

冷
地
手
当
の
支
給
日
に
寒
冷
地
手
当
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
寒
冷
地
手
当
の
支
給
日
に
」
と
あ
る
の
は
「
以
前
に
お
け
る
直
近
の
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
一
条
に
定
め
る
基
準
日

か
ら
事
故
発
生
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
」
と
、
「
そ
の
額
が
寒
冷
地
手
当
法
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
額
）
に
五
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と

あ
る
の
は
「
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
返
納
額
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
返
納
額
を
減
じ
た
額
）
」
と
す
る
。

３
　
職
員
が
事
故
発
生
日
（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
六
年
十
二
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
以
前
に
お
い
て
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
）
又
は
平
成
十
六
年
給

与
法
等
改
正
法
附
則
第
十
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
お

い
て
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
項
第
五
号
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
職
員
又
は
当

該
経
過
措
置
対
象
職
員
以
外
の
職
員
で
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
と
、
「
。
以
下
「
寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
）
第
一
条
各
号
」
と
、
「
職
員
で
あ
る
」
と

あ
る
の
は
「
も
の
で
あ
る
」
と
、
「
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
一
年
間
に
寒
冷
地
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
（
」
と
あ
る
の
は
「
以
前
に
お
け
る
直
近
の
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
寒
冷
地
手
当
（
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
四
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
」
と
、
「
の
支
給
」
と
あ
る
の
は
「
の

支
給
日
に
寒
冷
地
手
当
の
支
給
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
寒
冷
地
手
当
の
支
給
日
に
」
と
あ
る
の
は
「
以
前
に
お
け
る
直
近
の
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
一
条
に
定
め
る
基
準
日
か
ら

14



事
故
発
生
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
」
と
、
「
そ
の
額
が
寒
冷
地
手
当
法
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
額
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
額
）
に
五
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ
る

の
は
「
旧
寒
冷
地
手
当
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
返
納
額
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
返
納
額
を
減
じ
た
額
）
」
と
す
る
。

４
　
職
員
が
事
故
発
生
日
（
そ
の
属
す
る
月
が
平
成
十
六
年
十
二
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
附
則
第
九
項
第
五
号
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対

象
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
（
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
。
以
下
「
寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
項
第
五
号
に
規
定
す
る
経
過
措
置
対
象
職
員
」
と
、
「
寒
冷
地
手
当
法
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手

当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
。
以
下
「
寒
冷
地
手
当
法
」
と
い
う
。
）
又
は
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
附
則
第
十
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
額
」
と
あ
る
の
は

「
（
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
附
則
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
額
そ
の
他
の
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
日
割
り
に
よ
ら
な

い
」
と
す
る
。

５
　
職
員
が
事
故
発
生
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
一
年
間
に
経
過
措
置
対
象
職
員
で
あ
っ
た
期
間
が
あ
る
場
合
（
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
寒
冷
地
手
当
法
の
」
と
あ
る
の
は
「
寒
冷
地
手
当
法
又
は
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
（
平
成
十
六
年
給
与
法
等
改
正
法
附
則
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
額
そ
の

他
の
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
し
て
得
た
額
」
と
、
「
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
日
割
り
に
よ
ら
な
い
」
と
す
る
。

６
　
附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
改
正
後
の
規
則
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
寒
冷
地
手
当
に
相
当
す
る
給
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
四
）

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
遺
族
補
償
の
内
払
）

２
　
障
害
補
償
に
係
る
障
害
の
等
級
の
改
定
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
及
び
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
補
償
法
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―
〇―

四
五
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
等
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
等
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
等
の
実
施
機
関
）

２
　
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
事
業
の
実
施
機

関
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
と
す
る
。

３
　
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
独
立
行
政
法
人
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を

受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
事
業
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

四
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
十
八
年
の
障
害
等
級
の
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
職
員
が
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
公
務
上
死
亡
し
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
又
は
同
日
前
に
補
償
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
同
日
以
後
に
補
償
法
第
十
六
条
第
一
項

第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
補
償
法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
の
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
妻
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
二
十
九
条
（
規
則
一
六―

二―

一
一
（
人
事
院
規
則
一
六―

二
（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係
る
災
害
補
償
の
特

例
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

二
（
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
職
員
、
船
員
で
あ
る
職
員
等
に
係
る
災
害
補
償
の
特
例
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
一
六―

二
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
た

だ
し
書
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
条
第
二
号
（
改
正
後
の
規
則
一
六―

二
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
等
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
等
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
等
の
実
施
機
関
）

３
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
事
業
の
実
施

機
関
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
と
す
る
。

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

総
務
省

独
立
行
政
法
人
消
防
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
酒
類
総
合
研
究
所

国
税
庁
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独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研
究
所

文
部
科
学
省

独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー

　

独
立
行
政
法
人
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー

　

独
立
行
政
法
人
国
立
女
性
教
育
会
館

　

独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館

　

独
立
行
政
法
人
物
質
・
材
料
研
究
機
構

　

独
立
行
政
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館

　

独
立
行
政
法
人
国
立
博
物
館

　

独
立
行
政
法
人
文
化
財
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所

厚
生
労
働
省

独
立
行
政
法
人
産
業
安
全
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
産
業
医
学
総
合
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー

農
林
水
産
省

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー

　

独
立
行
政
法
人
農
業
者
大
学
校

　

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構

　

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
農
業
工
学
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
食
品
総
合
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー

　

独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー

林
野
庁

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ
ー

水
産
庁

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校

　

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

　

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館

特
許
庁

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

国
土
交
通
省

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
港
湾
空
港
技
術
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所

　

独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校

　

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所

　

独
立
行
政
法
人
海
員
学
校

　

独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校

　

独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所

環
境
省

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
八
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一―

四
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
九
日
人
事
院
規
則
一―

四
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

四
九
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
等
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
等
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
等
の
実
施
機
関
）

２
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
事
業
の
実
施

機
関
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
行
政
執
行
法
人
と
す
る
。

独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所

独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

独
立
行
政
法
人
農
薬
検
査
所

　

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人

国
土
交
通
省

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
〇
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一―
五
〇
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
六―

〇
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
中
に
旧
公
社
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
日
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
規
則
一
六―

〇
第
十
一
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
補
償
法
附
則
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
旧
郵
政
被
災
職
員
（
以
下
「
旧
郵
政
被
災
職
員
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
則
一
六―

〇
第
三
十
六
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
行
政
執
行
法
人
に
」
と
あ
る
の
は

「
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
郵
政
公
社
に
」
と
、
「
当
該
行
政
執
行
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
同
公
社
」
と
す
る
。

（
旧
郵
政
被
災
職
員
に
係
る
補
償
等
の
費
用
負
担
）

第
十
三
条
　
補
償
法
附
則
第
二
十
三
項
の
費
用
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
公
社
に
在
職
し
、
施
行
日
に
お
い
て
郵
政
民
営
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
同
項
各
号
に
掲
げ

る
者
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
旧
郵
政
被
災
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
者
（
施
行
日
に
お
い
て
旧
郵
便
事
業
株
式
会
社
又
は
旧
郵
便
局
株
式
会
社
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
旧
郵
政
被
災
職
員
に
つ
い
て
は
日
本
郵
便
株
式
会

社
と
し
、
施
行
日
に
お
い
て
旧
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
旧
郵
政
被
災
職
員
に
つ
い
て
は
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
簡
易
生
命
保
険
管
理
・
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援

機
構
と
す
る
。
）
が
、
そ
れ
以
外
の
旧
郵
政
被
災
職
員
に
つ
い
て
は
日
本
郵
政
株
式
会
社
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
補
償
法
附
則
第
二
十
三
項
第
三
号
ニ
及
び
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
組
織
の
再
編
成
は
、
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
の
行
為
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
一
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
八
条
の
三
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
二
）

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
通
勤
に
よ
る
災
害
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一―

五
四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一―

五
六
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
人
事
院
規
則
一
六―

〇
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
社
会
保
険
庁
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
事
業
の
実
施
機
関
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

働
省
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
四
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
五
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
二
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
治
っ
た
と
き
、
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受

け
る
者
の
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
の
程
度
に
施
行
日
前
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
存
し
た
障
害
に
係
る
規
則
一
六―

〇
別
表
第
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
職
員
が
施
行
日
前
に
公
務
上
死
亡
し
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
（
施
行
日
以
後
に
補
償
法
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
又
は
補
償
法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
の
遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
妻
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
施
行
日
前
に
補
償
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の
遺
族
の
障
害
の
状
態
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
職
員
が
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
治
っ
た
と
き
、
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受

け
る
者
の
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
の
程
度
に
当
該
期
間
に
お
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
存
し
た
障
害
（
改
正
前
の
規
則
一
六―

〇
別
表
第
五
第
十
二
級
の
項
第
十
四
号
又
は
第
十
四
級
の
項
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
負
傷
若
し
く
は
疾
病
が
治
っ
た
日
又
は
当
該
変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
別
表
第
五
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
五
条
　
職
員
が
平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
公
務
上
死
亡
し
、
若
し
く
は
通
勤
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
当
該
期
間
に
お
い
て
補
償
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
の
遺
族
に
障
害
を
有
す
る
者
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
遺
族
の
障
害
（
改
正
前
の
規
則
一
六―

〇
別
表
第
五
第
十
二
級
の
項
第
十
四
号
又
は
第
十
四
級
の
項
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

当
該
期
間
に
お
い
て
補
償
法
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
存
し
た
障
害
（
改
正
前
の
規
則
一
六―

〇
別
表
第
五
第
十
二
級
の
項
第
十
四

号
又
は
第
十
四
級
の
項
第
十
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
状
態
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
職
員
が
死
亡
し
た
日
又
は
当
該
変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇

別
表
第
五
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一―

五
〇―

一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

五
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
六―

〇
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
中
に
旧
給
与
特
例
法
適
用
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
日
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
規
則
一
六―

〇
第
十
一
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
雑
則
）

第
十
一
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

五
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
〇
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一―

六
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
人
事
院
規
則
一
六―

〇
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
中
に
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
に
係
る
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
（
次
項
に
お
い
て
「
改

正
後
の
規
則
一
六―

〇
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
及
び
規
則
一
六―

〇
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
特
定
独
立
行
政
法
人
に
在
職
中
に
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
に
関
す
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
三
十
六
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
行
政
執
行
法
人
に
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）
に
」
と
、
「
当
該
行
政
執
行
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
等
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
等
の
実
施
機
関
）

第
十
四
条
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
に
在
職
中
に
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
職
員
に
係
る
補
償
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
事
業
の
実
施
機

関
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
五
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
二
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
等
）

２
　
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
表
第
一
号
ハ
中
「
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
場
合
及
び
同
一
の
事
由
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
改
正
前
国
共

済
法
」
と
い
う
。
）
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
改
正
前
地
共
済
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
以
下
「
旧
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
場
合
」
と
、
同
表
第
二
号
ハ
中
「
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る

の
は
「
該
当
す
る
場
合
及
び
同
一
の
事
由
に
よ
り
改
正
前
国
共
済
法
又
は
改
正
前
地
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
（
以
下
「
旧
遺
族
共
済
年
金
」
と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
場
合
」
と
、
同
表
第
三
号
ハ
中
「
該
当
す
る
場

合
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
場
合
及
び
同
一
の
事
由
に
よ
り
旧
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
」
と
、
同
表
第
四
号
ハ
中
「
該
当
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
場
合
及
び
同
一
の
事
由
に
よ
り
旧
遺
族
共
済
年
金
が

支
給
さ
れ
る
場
合
」
と
す
る
。

３
　
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正

前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
及
び
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手

当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
百
二
十
八
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
改
正
前
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
又
は
同
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
及
び
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
改
正
前
地
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障

害
給
付
又
は
同
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
二

第
三
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
、
同
一
の
事
由
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
若
し
く
は
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を

受
け
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
四
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

七
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
中
規
則
一
六―

〇
第
三
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

五
〇―

二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
〇
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
五
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
六
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六―

〇
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
一
七
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
八
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

六
九
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

七
〇
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

七
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

七
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一―

七
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
附
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
令
和
三
年
改
正
法
　
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
を
い
う
。

二
　
令
和
五
年
旧
法
　
令
和
三
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
を
い
う
。

三
　
暫
定
再
任
用
職
員
　
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。

四
　
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
　
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。

五
　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
　
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。

六
　
施
行
日
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
を
い
う
。

七
　
旧
法
再
任
用
職
員
　
施
行
日
前
に
令
和
五
年
旧
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

（
旧
法
再
任
用
職
員
に
係
る
平
均
給
与
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
　
補
償
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
中
に
旧
法
再
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
に
係
る
補
償
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
雑
則
）

第
二
十
五
条
　
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

七
二
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

七
三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

七
四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
六―

〇―

七
五
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

一
　
公
務
上
の
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病

二
　
物
理
的
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
紫
外
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
前
眼
部
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患

２
　
赤
外
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
網
膜
火
傷
、
白
内
障
等
の
眼
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患

３
　
レ
ー
ザ
ー
光
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
網
膜
火
傷
等
の
眼
疾
患
又
は
皮
膚
疾
患
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４
　
マ
イ
ク
ロ
波
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
白
内
障
等
の
眼
疾
患

５
　
規
則
一
〇―

五
（
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
（
以
下
「
放
射
線
」
と
い
う
。
）
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
急
性
放
射
線
症
、
皮
膚
潰
瘍
等
の
放
射
線
皮
膚
障
害
、

白
内
障
等
の
放
射
線
眼
疾
患
、
放
射
線
肺
炎
、
再
生
不
良
性
貧
血
等
の
造
血
器
障
害
、
骨
え
死
そ
の
他
の
放
射
線
障
害

６
　
高
圧
室
内
作
業
又
は
潜
水
作
業
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
潜
か
ん
病
又
は
潜
水
病

７
　
気
圧
の
低
い
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
高
山
病
又
は
航
空
減
圧
症

８
　
暑
熱
な
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
熱
中
症

９
　
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
熱
傷

１
０
　
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務
又
は
低
温
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
凍
傷

１
１
　
著
し
い
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
難
聴
等
の
耳
の
疾
患

１
２
　
超
音
波
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
手
指
等
の
組
織
え
死

１
３
　
１
か
ら
１
２
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
物
理
的
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

三
　
身
体
に
過
度
の
負
担
の
か
か
る
作
業
態
様
の
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
重
激
な
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
筋
肉
、
け
ん
、
骨
若
し
く
は
関
節
の
疾
患
又
は
内
臓
脱

２
　
重
量
物
を
取
り
扱
う
業
務
、
腰
部
に
過
度
の
負
担
を
与
え
る
不
自
然
な
作
業
姿
勢
に
よ
り
行
う
業
務
そ
の
他
腰
部
に
過
度
の
負
担
の
か
か
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
腰
痛

３
　
チ
ェ
ン
ソ
ー
、
ブ
ッ
シ
ュ
ク
リ
ー
ナ
ー
、
削
岩
機
等
の
身
体
に
振
動
を
与
え
る
機
械
器
具
を
使
用
す
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
手
指
、
前
腕
等
の
末
し
ょ
う
循
環
障
害
、
末
し
ょ
う
神
経
障
害
又
は
運
動
器
障
害

４
　
電
子
計
算
機
へ
の
入
力
を
反
復
し
て
行
う
業
務
そ
の
他
上
肢
に
過
度
の
負
担
の
か
か
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
後
頭
部
、
け
い
部
、
肩
甲
帯
、
上
腕
、
前
腕
又
は
手
指
の
運
動
器
障
害

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体
に
過
度
の
負
担
の
か
か
る
作
業
態
様
の
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

四
　
化
学
物
質
等
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
人
事
院
の
定
め
る
単
体
た
る
化
学
物
質
又
は
化
合
物
（
合
金
を
含
む
。
）
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
疾
病
で
あ
っ
て
、
人
事
院
が
定
め
る
も
の

２
　
ふ
っ
素
樹
脂
、
塩
化
ビ
ニ
ル
樹
脂
、
ア
ク
リ
ル
樹
脂
等
の
合
成
樹
脂
の
熱
分
解
生
成
物
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
眼
粘
膜
の
炎
症
又
は
気
道
粘
膜
の
炎
症
等
の
呼
吸
器
疾
患

３
　
す
す
、
鉱
物
油
、
漆
、
テ
レ
ビ
ン
油
、
タ
ー
ル
、
セ
メ
ン
ト
、
ア
ミ
ン
系
の
樹
脂
硬
化
剤
等
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
皮
膚
疾
患

４
　
た
ん
白
分
解
酵
素
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
皮
膚
炎
、
結
膜
炎
又
は
鼻
炎
、
気
管
支
ぜ
ん
息
等
の
呼
吸
器
疾
患

５
　
木
材
の
粉
じ
ん
、
獣
毛
の
じ
ん
あ
い
等
を
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
又
は
抗
生
物
質
等
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ア
レ
ル
ギ
ー
性
の
鼻
炎
、
気
管
支
ぜ
ん
息
等
の
呼
吸
器
疾
患

６
　
綿
、
亜
麻
等
の
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
呼
吸
器
疾
患

７
　
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
良
性
石
綿
胸
水
又
は
び
ま
ん
性
胸
膜
肥
厚

８
　
空
気
中
の
酸
素
濃
度
の
低
い
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
酸
素
欠
乏
症

９
　
１
か
ら
８
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
化
学
物
質
等
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

五
　
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
じ
ん
肺
症
又
は
人
事
院
の
定
め
る
じ
ん
肺
の
合
併
症

六
　
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
等
の
病
原
体
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
患
者
の
診
療
若
し
く
は
看
護
の
業
務
、
介
護
の
業
務
又
は
研
究
そ
の
他
の
目
的
で
病
原
体
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
伝
染
性
疾
患

２
　
動
物
若
し
く
は
そ
の
死
体
、
獣
毛
、
革
そ
の
他
動
物
性
の
物
又
は
ぼ
ろ
等
の
古
物
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ブ
ル
セ
ラ
症
、
炭
そ
病
等
の
伝
染
性
疾
患

３
　
湿
潤
地
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ワ
イ
ル
病
等
の
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症

４
　
屋
外
に
お
け
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
つ
つ
が
虫
病

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
等
の
病
原
体
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

七
　
が
ん
原
性
物
質
又
は
が
ん
原
性
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
次
に
掲
げ
る
疾
病
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

１
　
ベ
ン
ジ
ジ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

２
　
ベ
ー
タ―

ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

３
　
四―

ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

４
　
四―

ニ
ト
ロ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

５
　
ビ
ス
（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
エ
ー
テ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肺
が
ん

６
　
ベ
リ
リ
ウ
ム
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肺
が
ん

７
　
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肺
が
ん

８
　
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肺
が
ん
又
は
中
皮
腫

９
　
ベ
ン
ゼ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
白
血
病

１
０
　
塩
化
ビ
ニ
ル
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
肝
血
管
肉
腫
又
は
肝
細
胞
が
ん

１
１
　
三
・
三′

―

ジ
ク
ロ
ロ―

四
・
四′

―

ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
尿
路
系
腫
瘍

１
２
　
オ
ル
ト―

ト
ル
イ
ジ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
ぼ
う
こ
う
が
ん
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１
３
　
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
胆
管
が
ん

１
４
　
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
胆
管
が
ん

１
５
　
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
白
血
病
、
肺
が
ん
、
皮
膚
が
ん
、
骨
肉
腫
、
甲
状
腺
が
ん
、
多
発
性
骨
髄
腫
又
は
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫

１
６
　
す
す
、
鉱
物
油
、
タ
ー
ル
、
ピ
ッ
チ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
パ
ラ
フ
ィ
ン
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
皮
膚
が
ん

１
７
　
１
か
ら
１
６
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
が
ん
原
性
物
質
又
は
が
ん
原
性
因
子
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

八
　
相
当
の
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
行
う
長
時
間
の
業
務
そ
の
他
血
管
病
変
等
を
著
し
く
増
悪
さ
せ
る
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
狭
心
症
、
心
筋
梗
塞
、
心
停
止
（
心
臓
性
突
然
死
を
含
む
。
）
、
心
室
細
動
等
の
重
症
の
不

整
脈
、
重
篤
な
心
不
全
、
肺
塞
栓
症
、
大
動
脈
解
離
、
く
も
膜
下
出
血
、
脳
出
血
、
脳
梗
塞
又
は
高
血
圧
性
脳
症
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
疾
病

九
　
人
の
生
命
に
か
か
わ
る
事
故
へ
の
遭
遇
そ
の
他
強
度
の
精
神
的
又
は
肉
体
的
負
荷
を
与
え
る
事
象
を
伴
う
業
務
に
従
事
し
た
た
め
生
じ
た
精
神
及
び
行
動
の
障
害
並
び
に
こ
れ
に
付
随
す
る
疾
病

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
務
に
起
因
す
る
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

一
　
内
閣
府
（
内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
に
置
か
れ
る
機
関
（
第
八
号
に
掲
げ
る
機
関
を
除
く
。
）
を
含
み
、
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
機
関
を
除
く
。
）

二
　
宮
内
庁

三
　
公
正
取
引
委
員
会

四
　
警
察
庁
（
都
道
府
県
警
察
を
含
む
。
）

五
　
金
融
庁

六
　
消
費
者
庁

七
　
こ
ど
も
家
庭
庁

八
　
デ
ジ
タ
ル
庁

九
　
総
務
省

十
　
法
務
省

十
一
　
外
務
省

十
二
　
財
務
省
（
次
号
に
掲
げ
る
機
関
を
除
く
。
）

十
三
　
国
税
庁

十
四
　
文
部
科
学
省
（
次
号
に
掲
げ
る
機
関
を
除
く
。
）

十
五
　
文
化
庁

十
六
　
厚
生
労
働
省

十
七
　
農
林
水
産
省
（
次
号
及
び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
機
関
を
除
く
。
）

十
八
　
林
野
庁

十
九
　
水
産
庁

二
十
　
経
済
産
業
省
（
次
号
に
掲
げ
る
機
関
を
除
く
。
）

二
十
一
　
特
許
庁

二
十
二
　
国
土
交
通
省
（
次
号
及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
機
関
を
除
く
。
）

二
十
三
　
気
象
庁

二
十
四
　
海
上
保
安
庁

二
十
五
　
環
境
省

二
十
六
　
防
衛
省

二
十
七
　
人
事
院

二
十
八
　
会
計
検
査
院

別
表
第
二
の
二
（
第
五
条
関
係
）

一
　
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館

二
　
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構

三
　
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー

四
　
独
立
行
政
法
人
造
幣
局

五
　
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局

六
　
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

七
　
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
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別
表
第
三
（
第
二
十
三
条
関
係
）

別表第三（第二十三条関係）（平五人事規一六―〇―一四・全改、平六人事規一六―〇―一六・平八人事規一六―〇―一八・一部改正、平一二人事規一―二九・旧別表第二繰下、平一二人事規一六―〇―二八・平一八人事規一六―〇―四六・令元人事規一六―〇―六七・令元人事規一六―〇―六八・令三人事規一六―〇―七〇・一部改正）（表面）（日本産業規格A列4）補償の内容（裏面）1あなたが被災職員である場合療養補償公務上の負傷又は疾病については、イ診察右の範囲で療養上相当と認められるもロ薬剤又は治療材料の支給のを療養補償として受けることができハ処置、手術その他の治療ます。ニ居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護ホ病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護ヘ移送休業補償公務上の負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合で60給与を受けないときは、その期間、平均給与額のに相当する金額100の休業補償を受けることができます。傷病補償年金公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後において、傷病等級に該当する程度の障害の状態が継続しているときは、その期間、その程度に応じて傷病補償年金を受けることができます。なお、傷病補償年金を受ける場合には休業補償を受けることができません。障害補償公務上の負傷又は疾病が治ったとき、障害等級に該当する程度の障害が残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を受けることができます。障害補償年金前払一時金年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の程度に応じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受けることができます。なお、年金の支給は、一定期間停止されることになります。介護補償傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、人事院規則で定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、実際に介護を受けているときは、その期間（病院等に入院している期間を除く。）、介護補償を受けることができます。2あなたが被災職員以外の者である場合遺族補償あなたが公務上死亡した職員の遺族であって、職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持しており、次の①から⑦までに該当する場合は年金の、その他の場合は一時金の遺族補償を受けることができます。①妻及び60歳以上の夫②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子③60歳以上の父母④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫⑤60歳以上の祖父母⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は60歳以上の兄弟姉妹⑦55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹ただし、職員の死亡の当時、人事院規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受けることができます。遺族補償年金を受ける順位は、上記①から⑦までの番号のとおりであり、⑦に掲げる者にあっては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。遺族補償年金は上記の順序による最先順位者（遺族補償年金を受ける権利を有する者）に対して支給されます。ただし、⑦に掲げる者は、60歳に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。遺族補償年金前払一時金あなたがにより遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、申出により、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受けることができます。なお、遺族補償年金の支給は、一定期間停止されることになります。葬祭補償あなたが公務上死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額の葬祭補償を受けることができます。障害補償年金差額一時金あなたが年金の障害補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金について、職員の給与水準の変動に応じ再評価した額の合計額が国家公務員災害補償法に定める障害の程度に応じた額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を受けることができます。未支給の補償あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給されるべき補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給分の補償を受けることができます。3被災職員が船員である場合被災職員が船員である場合は、人事院規則16―2（在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例）により、補償の特例があります。（注意事項）1あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償を受けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、国家公務員災害補償法の規定により制限を受ける場合もありますので、被災職員の所属官署又は所属事務所とよく連絡をとって、その指示を受けてください。2補償を受ける権利は、2年間（傷病補償年金、障害補償、障害補償年金前払一時金、遺族補償、遺族補償年金前払一時金及び障害補償年金差額一時金については5年間）行わないときは時効によって消滅します。3実施機関の行う補償の実施について不服がある場合には、人事院規則13―3（災害補償の実施に関する審査の申立て等）に定める手続に従って、人事院に対して審査を申し立てることができます。4その他詳細については、被災職員の所属官署又は所属事務所に問い合わせてください。
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別
表
第
四
（
第
二
十
三
条
関
係
）

別表第四（第二十三条関係）（平五人事規一六―〇―一四・全改、平六人事規一六―〇―一六・平八人事規一六―〇―一八・一部改正、平一二人事規一―二九・旧別表第三繰下、平一二人事規一六―〇―二八・平一八人事規一六―〇―四六・令元人事規一六―〇―六七・令元人事規一六―〇―六八・令三人事規一六―〇―七〇・一部改正）（表面）文書番号令和年月日殿（実施機関の長の官職氏名）通勤災害補償通知書あなたは、国家公務員災害補償法の規定により、下記の災害に対する補償を受けることができますので、通知します。記1被災職員の氏名2傷病名3災害発生年月日（日本産業規格A列4）補償の内容（裏面）1あなたが被災職員である場合療養補償通勤による負傷又は疾病についてイ診察は、右の範囲で療養上相当と認められロ薬剤又は治療材料の支給るものを療養補償として受けることがハ処置、手術その他の治療できます。ニ居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護ホ病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護ヘ移送休業補償通勤による負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合60で給与を受けないときは、その期間、平均給与額のに相当する金100額の休業補償を受けることができます。傷病補償年金通勤による負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後において、傷病等級に該当する程度の障害の状態が継続しているときは、その期間、その程度に応じて傷病補償年金を受けることができます。なお、傷病補償年金を受ける場合には休業補償を受けることができません。障害補償通勤による負傷又は疾病が治ったとき、障害等級に該当する程度の障害が残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を受けることができます。障害補償年金前払一時金年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の程度に応じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受けることができます。なお、年金の支給は、一定期間停止されることになります。介護補償傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、人事院規則で定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、実際に介護を受けているときは、その期間（病院等に入院している期間を除く。）、介護補償を受けることができます。2あなたが被災職員以外の者である場合遺族補償あなたが通勤により死亡した職員の遺族であって、職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持しており、次の①から⑦までに該当する場合は年金の、その他の場合は一時金の遺族補償を受けることができます。①妻及び60歳以上の夫②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子③60歳以上の父母④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫⑤60歳以上の祖父母⑥18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は60歳以上の兄弟姉妹⑦55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹ただし、職員の死亡の当時、人事院規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受けることができます。遺族補償年金を受ける順位は、上記①から⑦までの番号のとおりであり、⑦に掲げる者にあっては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。遺族補償年金は上記の順序による最先順位者（遺族補償年金を受ける権利を有する者）に対して支給されます。ただし、⑦に掲げる者は、60歳に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止されます。遺族補償年金前払一時金あなたがにより遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、申出により、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受けることができます。なお、遺族補償年金の支給は、一定期間停止されることになります。葬祭補償あなたが通勤により死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額の葬祭補償を受けることができます。障害補償年金差額一時金あなたが年金の障害補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金について、職員の給与水準の変動に応じ再評価した額の合計額が国家公務員災害補償法に定める障害の程度に応じた額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を受けることができます。未支給の補償あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給されるべき補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給分の補償を受けることができます。3被災職員が船員である場合被災職員が船員である場合は、人事院規則16―2（在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例）により、補償の特例があります。4一部負担金あなたが通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員である場合は、一部負担金を納付しなければなりません。（注意事項）1あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償を受けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、国家公務員災害補償法の規定により制限を受ける場合もありますので、被災職員の所属官署又は所属事務所とよく連絡をとって、その指示を受けてください。2補償を受ける権利は、2年間（傷病補償年金、障害補償、障害補償年金前払一時金、遺族補償、遺族補償年金前払一時金及び障害補償年金差額一時金については5年間）行わないときは時効によって消滅します。3実施機関の行う補償の実施について不服がある場合には、人事院規則13―3（災害補償の実施に関する審査の申立て等）に定める手続に従って、人事院に対して審査を申し立てることができます。4その他詳細については、被災職員の所属官署又は所属事務所に問い合わせてください。
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別
表
第
五
（
第
二
十
五
条
の
四
関
係
）

障
害
等
級

障
害

第
一
級

一
　
両
眼
が
失
明
し
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七
　
両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

八
　
両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

第
二
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

五
　
両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第
三
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

三
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
　
両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
四
級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

四
　
一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

第
五
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

三
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四
　
一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六
　
一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七
　
一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八
　
両
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
六
級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

三
　
両
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

五
　

せ
き脊

柱
に
著
し
い
変
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

第
七
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の
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二
　
両
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

三
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

六
　
一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

七
　
一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

九
　
一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
　
一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
一
　
両
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
二
　
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

十
三
　
両
側
の

こ
う睾

丸
を
失
つ
た
も
の

第
八
級

一
　
一
眼
が
失
明
し
、
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　

せ
き脊

柱
に
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
　
一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

四
　
一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

五
　
一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

九
　
一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

十
　
一
足
の
足
指
の
全
部
を
失
つ
た
も
の

第
九
級

一
　
両
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

三
　
両
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭

さ
く窄

又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

四
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五
　
鼻
を
欠
損
し
、
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

六
　

そ
し
や
く

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

八
　
一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
り
、
他
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
つ
た
も
の

九
　
一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
つ
た
も
の

十
　
神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

十
一
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の

十
二
　
一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

十
三
　
一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
四
　
一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
五
　
一
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
六
　
外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の

十
七
　
生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
級

一
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

三
　

そ
し
や
く

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

四
　
十
四
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

五
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
つ
た
も
の

六
　
一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

七
　
一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
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八
　
一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

九
　
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
一
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
一
級

一
　
両
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四
　
十
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

五
　
両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

六
　
一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

七
　

せ
き脊

柱
に
変
形
を
残
す
も
の

八
　
一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
つ
た
も
の

九
　
一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
労
務
の
遂
行
に
相
当
な
程
度
の
支
障
が
あ
る
も
の

第
十
二
級

一
　
一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三
　
七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

四
　
一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五
　
鎖
骨
、
胸
骨
、

ろ
つ肋

骨
、
肩

こ
う胛

骨
又
は
骨
盤
骨
に
著
し
い
変
形
を
残
す
も
の

六
　
一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

八
　
長
管
骨
に
変
形
を
残
す
も
の

九
　
一
手
の
小
指
を
失
つ
た
も
の

十
　
一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
一
　
一
足
の
第
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
二
　
一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
三
　
局
部
に
頑
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

十
四
　
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

第
十
三
級

一
　
一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
つ
た
も
の

二
　
正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

三
　
一
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭

さ
く窄

又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

四
　
両
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

五
　
五
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

六
　
胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七
　
一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八
　
一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

九
　
一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

十
　
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指
を
失
つ
た
も
の

十
一
　
一
足
の
第
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

第
十
四
級

一
　
一
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

二
　
三
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補

て
つ綴

を
加
え
た
も
の

三
　
一
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
つ
た
も
の

四
　
上
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い
あ
と
を
残
す
も
の

五
　
下
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い
あ
と
を
残
す
も
の

六
　
一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

七
　
一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
遠
位
指
節
間
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
も
の
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八
　
一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

九
　
局
部
に
神
経
症
状
を
残
す
も
の
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別
表
第
六
（
第
三
十
五
条
関
係
）

文書番号令和年月日殿（実施機関の長の官職氏名）公務災害補償通知書あなたは、国家公務員災害補償法の規定により、下記の災害に対する補償を受けることができますので、通知します。記1被災職員の氏名2傷病名3災害発生年月日  
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